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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の製品を製造する際の製品の並び順を表す製造ロットを作成する方法において、
　過去に製造された複数の製品の並び順、各製品の特性、並びに各製品における不良率及
び生産能率に関する製造実績情報と、製造予定である複数の製品の並び順及び各製品の特
性に関する製造予定情報とを取得する情報取得ステップと、
　前記製造実績情報に基づいて、製造順序が連続する製品間における特性の関係と、該関
係の下において発生した不良率を示す実績不良率と、該関係の下における生産能率を示す
実績能率とを求める条件付実績値算出ステップと、
　前記製造予定情報並びに前記条件付実績値算出ステップにおいて求められた実績不良率
及び実績能率に基づいて、製造予定順序が連続する製品間における特性の関係の下におい
て期待される不良率を示す期待不良率と、該関係の下において期待される生産能率を示す
期待能率とを求める条件付期待値算出ステップと、
　前記条件付期待値算出ステップにおいて求められた前記期待不良率及び前記期待能率が
、所定の範囲に収まるか否かを判定する判定ステップと、
を含むことを特徴とする製造ロット作成方法。
【請求項２】
　前記条件付実績値算出ステップは、製造順序が連続する製品間における特性の関係と、
該関係の下において発生した各製品の不良率の平均値及び生産能率の平均値を算出するこ
とにより、前記実績不良率及び前記実績能率をそれぞれ求めることを特徴とする請求項１
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に記載の製造ロット作成方法。
【請求項３】
　前記条件付期待値算出ステップは、製造予定順序が連続する製品間における特性の関係
と、該特性の関係が共通する製品の実績不良率及び実績能率を抽出することにより、前記
期待不良率及び前記期待能率を求めることを特徴とする請求項１又は２に記載の製造ロッ
ト作成方法。
【請求項４】
　前記期待不良率及び前記期待能率が許容される範囲を設定する設定ステップをさらに含
むことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の製造ロット作成方法。
【請求項５】
　前記判定ステップにおいて前記期待不良率及び前記期待能率が前記所定の範囲に収まら
ないと判定された場合に、前記製造予定である複数の製品の並び順を修正する修正ステッ
プをさらに含み、
　前記条件付期待値算出ステップは、前記修正ステップにおいて修正された並び順に基づ
いて、前記期待不良率及び前記期待能率を求め、
　前記判定ステップは、前記修正された並び順に基づいて算出された前記期待不良率及び
前記期待能率が、所定の範囲に収まるか否かを判定することを特徴とする請求項１～４の
いずれか１項に記載の製造ロット作成方法。
【請求項６】
　前記修正ステップは、期待不良率又は期待能率が所定の範囲に収まらないと判定された
製品の製造順序を、直前又は直後に製造予定となっている製品の製造順序と入れ替えるこ
とを特徴とする請求項５に記載の製造ロット作成方法。
【請求項７】
　前記修正ステップは、期待不良率又は期待能率が所定の範囲に収まらないと判定された
製品の製造順序を、並び順の最初又は最後に挿入することを特徴とする請求項５に記載の
製造ロット作成方法。
【請求項８】
　前記判定ステップは、前記期待不良率及び前記期待能率に対して行われた判定が所定の
回数以下であるか否かを判定することを特徴とする請求項５～７のいずれか１項に記載の
製造ロット作成方法。
【請求項９】
　前記条件付期待値算出ステップにおいて算出された前記期待不良率及び前記期待能率を
表示する表示ステップをさらに含むことを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載
の製造ロット作成方法。
【請求項１０】
　前記判定ステップにおいて前記期待不良率及び前記期待能率が前記所定の範囲に収まる
と判断された製品の並び順を表示する表示ステップをさらに含むことを特徴とする請求項
１～９のいずれか１項に記載の製造ロット作成方法。
【請求項１１】
　前記判定ステップにおいて前記期待不良率及び前記期待能率が前記所定の範囲に収まる
と判断された製品の並び順を、前記製造予定情報に書き込む書込ステップをさらに含むこ
とを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の製造ロット作成方法。
【請求項１２】
　複数の製品を製造する際の製品の並び順を表す製造ロットを作成する装置において、
　過去に製造された複数の製品の並び順、各製品の特性、並びに各製品における不良率及
び生産能率に関する製造実績情報と、製造予定である複数の製品の並び順及び各製品の特
性に関する製造予定情報とを取得する情報取得手段と、
　前記製造実績情報に基づいて、製造順序が連続する製品間における特性の関係と、該関
係の下において発生した不良率を示す実績不良率と、該関係の下における生産能率を示す
実績能率とを求める条件付実績値算出手段と、
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　前記製造予定情報並びに前記条件付実績値算出手段によって求められた実績不良率及び
実績能率に基づいて、製造予定順序が連続する製品間における特性の関係の下において期
待される不良率を示す期待不良率と、該関係の下において期待される生産能率を示す期待
能率とを求める条件付期待値算出手段と、
　前記条件付期待値算出手段によって求められた前記期待不良率及び前記期待能率が、所
定の範囲に収まるか否かを判定する判定手段と、
を備えることを特徴とする製造ロット作成装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の製造ロット作成装置と、
　前記製造ロット作成装置に接続され、過去に製造された複数の製品の並び順、各製品の
特性、並びに各製品における不良率及び生産能率に関する製造実績情報と、製造予定であ
る複数の製品の並び順及び各製品の特性に関する製造予定情報を格納する格納手段と、
を備えることを特徴とする製造ロット作成システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、製造業における生産管理技術に関し、特に、複数の製品を製造する順序を示
す製造ロットの作成を支援する方法、装置及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　鉄鋼業等の装置産業において製品を製造する際には、製造ロットを作成した上で各製造
プロセスを実施することが多い。製造ロットとは、複数の製品を共通のプロセスで製造す
る際に組まれる製品の並び順のことである。
【０００３】
　ここで、鉄鋼製造の熱間圧延プロセスを例として、製造ロットについて説明する。図１
４に示すように、熱間圧延プロセスにおいては、溶鋼１００を連続鋳造機１０１に連続的
に流し込む。それにより冷却して固まった鋼を所定の長さに切り分けることにより、スラ
ブ１０２が作製される。このスラブ１０２を加熱炉１０３において熱し、粗圧延機１０４
及び仕上圧延機１０５によって数ミリの厚さまで圧延することにより、圧延材１０６が作
製される。この圧延材１０６は、冷却機１０７によるランナウト冷却プロセスを経て、巻
取り機１０８によって巻き取られる。このようなプロセスで、例えば、厚さや幅が異なる
複数の製品を順次製造する場合に、どのような順序でそれらの製品を製造するか、といっ
た製品の一連の並び順のことを、製造ロットと呼ぶ。一般的に、製造ロットは、利用する
設備や装置の能力を最大限発揮させ、高品質の製品を効率良く製造できるように作成され
る。
【０００４】
　このような製造ロットは、製品の品質や生産能率を左右する大きな要因となっている。
ここで能率（ｔｏｎ／ｈ）とは、単位時間あたりに生産される製品の質量のことである。
例えば、加熱プロセスには次のような製造上の制約がある。即ち、加熱炉１０３には、数
十本～百数十本のスラブ１０２が図の左側の装入端から順次装入され、炉内で加熱された
後、図の右側の抽出端から抽出される。この加熱炉１０３内は、製品の成分系に応じて、
加熱に要する時間や抽出時の目標温度等が管理されている。これは、加熱時間や温度が、
製品の最終的な品質（材料強度等）に影響するからである。また、加熱炉１０３内におい
ては、後のスラブ１０２が先のスラブを追い越すことはできない。そのため、品質に加え
て能率の観点からも、製造ロットは、できるだけ同一の加熱時間及び加熱温度を要する製
品が続けて装入されるように組まれることが多い。反対に、例えば、加熱温度が高温であ
る材料（例えば電磁材）と、加熱温度が低温である材料を同じ製造ロットに混在させて加
熱プロセスを行うことはほとんどない。
【０００５】
　また、圧延プロセスにおいても、以下のような様々な制約がある。図１５は、仕上りの
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厚さや幅に対する要求が厳しい製品を製造（圧延）する場合における製造ロットの例を示
している。通常、１つの製造ロットの前後には、圧延ロールの組換え（交換）が行われる
。そのため、ロール交換の直後には、新しい圧延ロールの温度を安定させる等の目的で、
ならし圧延が行われる。例えば、圧延しやすい５ｍｍ程度の軟鋼のならし材１２１を圧延
することにより、圧延ロールを温めたり、左右の２箇所からロールを押し込む圧下のバラ
ンスが左右均等になるように調整したりする。それにより、それ以降の圧延材の通板性や
製品表面性状を良くすることができる。
【０００６】
　ならし材１２１の次には、板幅の広い広幅材１２２が圧延され、続いて板幅が若干狭い
中間幅材１２３が圧延される。これは、圧延ロールの磨耗や熱膨張によるロール形状の変
化を滑らかにすることにより通板性を良くして、製品の寸法を一定の範囲に確保するため
である。
【０００７】
　続いて、準備材１２４及び難圧延材１２５が圧延される。ここで、難圧延材とは、製品
厚が１．６ｍｍを下回る材料（薄物）のことであり、仕上げ圧延プロセスにおける通板性
を確保することが難しいため、このように呼ばれる。薄物の仕上り寸法や通板性は、圧延
ロールのわずかな膨張や磨耗や左右の圧下バランスに左右されるからである。そこで、通
常は、薄物の圧延を行う前に、厚さが１．８ｍｍ～２ｍｍ程度の材料を準備材１２４とし
て圧延することにより、圧延機の圧下バランスや速度設定値等を安定させている。
【０００８】
　また、準備材１２４を圧延する理由には次のものもある。即ち、圧延プロセス後に行わ
れるランナウト冷却プロセスにおいては、冷却水量が温度変化に与える影響が大きい。そ
のため、製品厚が薄い難圧延材１２５や、材料強度や伸び等の材質が温度履歴に敏感な材
料は、ランナウト冷却プロセスにおけるわずかな冷却水量差によって材料強度が変わって
しまうおそれがある。そのため、できるだけ厚さや鋼種が近い製品を準備材１２４として
用いることにより、続けて処理される圧延材に対する輻熱や外気温や蒸気が近い状態を作
る。それにより、所望の材料強度を得るために最適な冷却水量の設定値を求めやすくして
いる。
【０００９】
　最後に、板幅の狭い幅狭材１２６が圧延される。そして、幅狭材１２７の圧延終了によ
り、この製造ロットに対する圧延プロセスが終了し、圧延ロールの交換が行われる。
【００１０】
　このような製造ロットの作成においては、経験の蓄積によって明らかになり、現場のノ
ウハウとなっている制約が多い。例えば、準備材１２４と難圧延材１２５との関係につい
ては、厚さが２．０ｍｍの製品の次に圧延するのは、厚さが１．４ｍｍ以上の製品でなけ
ればいけないという制約がある。また、幅については、幅が同じ製品を４本続けて圧延し
た後は、その幅＋２００ｍｍ未満の製品を圧延しなくてはいけないという制約がある。
【００１１】
　それに対して、最近では、経験上明らかになった制約条件を式に表現し、この制約式を
満足させる製品の並び順を計算機によって求めることにより、製造ロットを作成すること
も行われている。関連する技術として、特許文献１には、製品属性が同一もしくは一定範
囲内である製品同士を品種グループとしてグループ化し、過去の実績データに基づいて、
品種グループ毎の製造負荷を予測し、新たな生産計画について各製造設備の製造負荷を導
出することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００８－２７１５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１３】
　ところで、近年の経営環境下においては高い製品スペックが要求されており、そのため
に、製品の品質（板厚、幅、材料強度、表面性状等）のばらつきをできるだけ小さく保ち
、且つ、生産能率を落とさないような生産管理が求められている。しかしながら、上述の
とおり、製造ロットに制約条件を付け加えることにより品質を確保することはできるが、
長年に渡って制約条件が次々に付け加わった結果、多少歩留まりは落ちるが大部分の品質
を保てるような制約まで加わっている場合がある。そして、そのような制約のために、全
体の生産性が低くなっていることも考えられる。
【００１４】
　例えば、難圧延材である製品を製造する際には、顧客からの要望の有無にかかわらず、
準備材も併せて製造することになる。その後、この準備材は、顧客からの要望があるまで
在庫として保管されるが、一定期間の間に顧客からの発注や出荷要求がなければ破棄され
てしまう。このように、製造負荷のみを考慮して製造ロットを作成すると、製品の品質は
確保できても、全体の生産性という観点では必ずしも最適にはならない場合がある。
【００１５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、製品の品質を確保しつつ、製造ロット
全体で生産性を向上できる製造ロットの作成方法、装置及びシステムを提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る製造ロット作成方法は、
複数の製品を製造する際の製品の並び順を表す製造ロットを作成する方法において、過去
に製造された複数の製品の並び順、各製品の特性、並びに各製品における不良率及び生産
能率に関する製造実績情報と、製造予定である複数の製品の並び順及び各製品の特性に関
する製造予定情報とを取得する情報取得ステップと、前記製造実績情報に基づいて、製造
順序が連続する製品間における特性の関係と、該関係の下において発生した不良率を示す
実績不良率と、該関係の下における生産能率を示す実績能率とを求める条件付実績値算出
ステップと、前記製造予定情報並びに前記条件付実績値算出ステップにおいて求められた
実績不良率及び実績能率に基づいて、製造予定順序が連続する製品間における特性の関係
の下において期待される不良率を示す期待不良率と、該関係の下において期待される生産
能率を示す期待能率とを求める条件付期待値算出ステップと、前記条件付期待値算出ステ
ップにおいて求められた前記期待不良率及び前記期待能率が、所定の範囲に収まるか否か
を判定する判定ステップとを含むことを特徴とする。
【００１７】
　上記製造ロット作成方法において、前記条件付実績値算出ステップは、製造順序が連続
する製品間における特性の関係と、該関係の下において発生した各製品の不良率の平均値
及び生産能率の平均値を算出することにより、前記実績不良率及び前記実績能率をそれぞ
れ求めることを特徴とする。
【００１８】
　上記製造ロット作成方法において、前記条件付期待値算出ステップは、製造予定順序が
連続する製品間における特性の関係と、該特性の関係が共通する製品の実績不良率及び実
績能率を抽出することにより、前記期待不良率及び前記期待能率を求めることを特徴とす
る。
【００１９】
　上記製造ロット作成方法は、前記期待不良率及び前記期待能率が許容される範囲を設定
する設定ステップをさらに含むことを特徴とする。
【００２０】
　上記製造ロット作成方法は、前記判定ステップにおいて前記期待不良率及び前記期待能
率が前記所定の範囲に収まらないと判定された場合に、前記製造予定である複数の製品の
並び順を修正する修正ステップをさらに含み、前記条件付期待値算出ステップは、前記修
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正ステップにおいて修正された並び順に基づいて、前記期待不良率及び前記期待能率を求
め、前記判定ステップは、前記修正された並び順に基づいて算出された前記期待不良率及
び前記期待能率が、所定の範囲に収まるか否かを判定することを特徴とする。
【００２１】
　上記製造ロット作成方法において、前記修正ステップは、期待不良率又は期待能率が所
定の範囲に収まらないと判定された製品の製造順序を、直前又は直後に製造予定となって
いる製品の製造順序と入れ替えることを特徴とする。
【００２２】
　上記製造ロット作成方法において、前記修正ステップは、期待不良率又は期待能率が所
定の範囲に収まらないと判定された製品の製造順序を、並び順の最初又は最後に挿入する
ことを特徴とする。
【００２３】
　上記製造ロット作成方法において、前記判定ステップは、前記期待不良率及び前記期待
能率に対して行われた判定が所定の回数以下であるか否かを判定することを特徴とする。
【００２４】
　上記製造ロット作成方法は、前記条件付期待値算出ステップにおいて算出された前記期
待不良率及び前記期待能率を表示する表示ステップをさらに含むことを特徴とする。
【００２５】
　上記製造ロット作成方法は、前記判定ステップにおいて前記期待不良率及び前記期待能
率が前記所定の範囲に収まると判断された製品の並び順を表示する表示ステップをさらに
含むことを特徴とする。
【００２６】
　上記製造ロット作成方法は、前記判定ステップにおいて前記期待不良率及び前記期待能
率が前記所定の範囲に収まると判断された製品の並び順を、前記製造予定情報に書き込む
書込ステップをさらに含むことを特徴とする。
【００２７】
　また、本発明に係る製造ロット作成装置は、複数の製品を製造する際の製品の並び順を
表す製造ロットを作成する装置において、過去に製造された複数の製品の並び順、各製品
の特性、並びに各製品における不良率及び生産能率に関する製造実績情報と、製造予定で
ある複数の製品の並び順及び各製品の特性に関する製造予定情報とを記憶する記憶手段と
、前記製造実績情報に基づいて、製造順序が連続する製品間における特性の関係と、該関
係の下において発生した不良率を示す実績不良率と、該関係の下における生産能率を示す
実績能率とを求める条件付実績値算出手段と、前記製造予定情報並びに前記条件付実績値
算出手段によって求められた実績不良率及び実績能率に基づいて、製造予定順序が連続す
る製品間における特性の関係の下において期待される不良率を示す期待不良率と、該関係
の下において期待される生産能率を示す期待能率とを求める条件付期待値算出手段と、前
記条件付期待値算出手段によって求められた前記期待不良率及び前記期待能率が、所定の
範囲に収まるか否かを判定する判定手段とを備えることを特徴とする。
【００２８】
　上記製造ロット作成装置において、前記条件付実績値算出手段は、製造順序が連続する
製品間における特性の関係と、該関係の下において発生した各製品の不良率の平均値及び
生産能率の平均値を算出することにより、前記実績不良率及び前記実績能率をそれぞれ求
めることを特徴とする。
【００２９】
　上記製造ロット作成装置において、前記条件付期待値算出手段は、製造予定順序が連続
する製品間における特性の関係と、該特性の関係が共通する製品の実績不良率及び実績能
率を抽出することにより、前記期待不良率及び前記期待能率を求めることを特徴とする。
【００３０】
　上記製造ロット作成装置は、前記期待不良率及び前記期待能率が許容される範囲を設定
する設定手段をさらに備えることを特徴とする。
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【００３１】
　上記製造ロット作成装置は、前記判定手段によって前記期待不良率及び前記期待能率が
前記所定の範囲に収まらないと判定された場合に、前記製造予定である複数の製品の並び
順を修正する修正手段をさらに備え、前記条件付期待値算出手段は、前記修正手段によっ
て修正された並び順に基づいて、前記期待不良率及び前記期待能率を求め、前記判定手段
は、前記修正された並び順に基づいて算出された前記期待不良率及び前記期待能率が、所
定の範囲に収まるか否かを判定することを特徴とする。
【００３２】
　上記製造ロット作成装置において、前記修正手段は、期待不良率又は期待能率が所定の
範囲に収まらないと判定された製品の製造順序を、直前又は直後に製造予定となっている
製品の製造順序と入れ替えることを特徴とする。
【００３３】
　上記製造ロット作成装置において、前記修正手段は、期待不良率又は期待能率が所定の
範囲に収まらないと判定された製品の製造順序を、並び順の最初又は最後に挿入すること
を特徴とする。
【００３４】
　上記製造ロット作成装置において、前記判定手段は、前記期待不良率及び前記期待能率
に対して行われた判定が所定の回数以下であるか否かを判定することを特徴とする。
【００３５】
　上記製造ロット作成装置は、前記条件付期待値算出手段によって算出された前記期待不
良率及び前記期待能率を表示する表示手段をさらに備えることを特徴とする。
【００３６】
　上記製造ロット作成装置は、前記判定手段によって前記期待不良率及び前記期待能率が
前記所定の範囲に収まると判断された製品の並び順を表示する表示手段をさらに備えるこ
とを特徴とする。
【００３７】
　本発明に係る製造ロット作成システムは、上記製造ロット作成装置と、該製造ロット作
成装置に接続され、過去に製造された複数の製品の並び順、各製品の特性、並びに各製品
における不良率及び生産能率に関する製造実績情報と、製造予定である複数の製品の並び
順及び各製品の特性に関する製造予定情報を格納する格納手段とを備えることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明によれば、過去に製造された製品に関する製造実績情報に基づいて、製造予定で
ある製品の製造ロットにおける期待不良率及び期待能率を求め、これらの期待不良率及び
期待能率に基づいて製品の並び順を評価するので、過去の経験の積み重ねによって見出さ
れた制約条件に束縛されることなく、柔軟に、製品の品質を確保しつつ生産性全体を向上
できる製造ロットを作成することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る製造ロット作成システムの構成を示す図であ
る。
【図２】図２は、図１に示す製造ロットＤＢに格納されている情報を示す図である。
【図３】図３は、図１に示す製造実績ＤＢに格納されている情報を示す図である。
【図４】図４は、図１に示す注文情報ＤＢに格納されている情報を示す図である。
【図５】図５は、本発明の一実施形態に係る製造ロット作成方法を示すフローチャートで
ある。
【図６】図６は、製品の期待不良率及び期待能率を示すグラフである。
【図７】図７は、実施例１において用いられる製造ロット情報を示す表である。
【図８】図８は、実施例１において用いられる製造実績情報を示す表である。
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【図９】図９は、実施例１において用いられる注文情報を示す表である。
【図１０】図１０は、図７に示す製造ロットにおける製品の期待不良率及び期待能率を示
す表である。
【図１１】図１１は、図１０に示す製品の期待不良率及び期待能率を示すグラフである。
【図１２】図１２は、修正後の製造ロットにおける製品の期待不良率及び期待能率を示す
表である。
【図１３】図１３は、図１２に示す製品の期待不良率及び期待能率を示すグラフである。
【図１４】図１４は、熱間圧延プロセスを説明するための図である。
【図１５】図１５は、熱間圧延プロセスにおける製造ロットの例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下に、本発明にかかる製造ロット作成方法、装置及びシステムの実施の形態を、図面
を参照しながら詳細に説明する。以下においては、鉄鋼業における熱間圧延プロセスを例
として説明するが、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
　また、本願において、生産能率（又は単に「能率」ともいう）とは、単位時間あたりの
生産量のことを示し、本実施形態においては、１時間あたりに圧延された鋼材の質量（ｔ
ｏｎ／ｈ）のことをいう。
【００４１】
　図１は、本発明の一実施形態に係る製造ロット作成システムの構成を示す図である。こ
のシステムは、製造ロット作成装置本体１と、製造ロットデータベース（ＤＢ）２と、製
造実績データベース（ＤＢ）３と、注文情報データベース（ＤＢ）４とを備えている。製
造ロットデータベース２、製造実績データベース３、及び、注文情報データベース４は、
バス３０を介して製造ロット作成装置本体１に接続されている。このうち、製造ロットデ
ータベース２及び製造実績データベース３は、通信ケーブル等によって構成される双方向
バス５を介して、各製造プロセスの拠点に置かれている製造管理コンピュータ２００に接
続されている。また、注文情報データベース４は、通信ケーブル等によって構成される双
方向バス６を介して、本社等に置かれている受注管理コンピュータ３００に接続されてい
る。
【００４２】
　製造ロット作成装置本体１は、演算処理部１０と、記憶部２０と、これらを互いに結ぶ
バス３０とを有している。このような製造ロット作成装置本体１は、例えば、パーソナル
コンピュータ（ＰＣ）によって構成される。
【００４３】
　演算処理部１０は、入力受付部１１と、データ読込部１２と、条件付実績値算出部１３
と、条件付期待値算出部１４と、判定部１５と、修正部１６と、出力部１７と、書込部１
８とを有している。これらの各部の動作については、後で詳しく説明する。このような演
算処理部１０は、例えば、中央演算処理装置（ＣＰＵ）によって構成される。
【００４４】
　記憶部２０は、製造ロットデータベース（ＤＢ）２と、製造実績データベース（ＤＢ）
３と、注文情報データベース（ＤＢ）４等から読み込まれた情報や、入力装置８を介して
入力された情報を記憶する記憶装置である。記憶部２０は、例えば、ランダムアクセスメ
モリ（ＲＡＭ）によって構成される。
【００４５】
　また、製造ロット作成装置本体１には、モニタ７及び入力装置８が接続されている。モ
ニタ７は、液晶ディスプレイ等の表示装置であり、製造ロット作成装置本体１に入力され
た命令や、同装置本体１による演算結果等を画面に表示する。一方、入力装置８は、キー
ボードや、マウスや、タッチパネル等の入力デバイスであり、製造ロット作成装置本体１
に命令や情報を入力する際に用いられる。
【００４６】
　製造ロットデータベース２は、製造予定である複数の製品に関する情報を製造ロットご
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とに並べた製造ロット情報が格納されている。図２に示すように、製造ロット情報には、
製品番号（製品Ｎｏ．）や、操業条件（ロット番号（ロットＮｏ．）、製造（圧延）順序
、スラブ番号（スラブＮｏ．）、圧延された製品長さの合計（総圧延長）等）や、製品情
報（圧延材の幅、厚さ、添加成分による圧延材の分類（鋼種）等の製品の特性）等が含ま
れる。このような製造ロット情報は、製造ロット作成装置本体１や他のコンピュータによ
って作成され、データベースに書き込まれる一方、所定の時期に製造管理コンピュータ２
００によって読み出され、各製造プロセスにおいて用いられる。
【００４７】
　製造実績データベース３は、過去に製造された製品に関する製造実績情報が製造ロット
ごとに格納されている。図３に示すように、製造実績情報には、製品番号（製品Ｎｏ．）
や、製品の不良（クラウン外れ・局部耳伸び、板厚外れ、材質外れ、表面性状荒れ等）が
発生した割合を示す不良率や、操業条件（ロット番号（ロットＮｏ．）、圧延順序、スラ
ブ番号（スラブＮｏ．）、総圧延長、生産能率等）や、製品情報（幅、厚さ、鋼種等の製
品の特性）等が含まれる。これらの製造実績情報は、製造管理コンピュータ２００により
随時書き込まれて蓄積される。
【００４８】
　注文情報データベース４は、需要家からの注文があった製品に関する注文情報が格納さ
れている。図４に示すように、注文情報には、製品番号（製品Ｎｏ．）や、製品情報（幅
、厚さ、鋼種等）や、納期や、需要家の名称又はコードや、スラブ番号（スラブＮｏ．）
等が含まれる。これらの注文情報は、受注管理コンピュータ３００により随時書き込まれ
て蓄積される。
【００４９】
　次に、製造ロット作成装置本体１の動作について、図１～図５を参照しながら説明する
。図５は、製造ロット作成装置本体１の動作を示すフローチャートである。
　まず、オペレータは、入力装置８を用いて製造ロット作成開始の命令を入力し、併せて
、製造ロット判定条件として、演算最大繰り返し回数Ｎと、期待不良率の最大許容値（即
ち、許容上限値）ＰＭＡＸと、期待能率の最小許容値（即ち、許容下限値）ＱＭＩＮとを
入力する。それに応じ、ステップＳ１において、入力受付部１１は、判定部１５に対して
、これらの製造ロット判定条件を設定する。なお、これらの製造ロット判定条件について
は、予めデフォルト値を設定しておくようにしても良い。
【００５０】
　また、ステップＳ２において、データ読込部１２は、製造ロットデータベース２、製造
実績データベース３、及び注文情報データベース４から、製造ロット情報、製造実績情報
、及び注文情報をそれぞれ読み込むと共に、注文情報に基づき暫定的な製造ロットを作成
して製造ロット情報に追加する。この暫定的な製造ロットにおいては、初期値として、例
えば製品番号順に圧延順序が設定されている。
【００５１】
　次に、ステップＳ３において、条件付実績値算出部１３は、製造実績データベース３か
ら読み込まれた製造実績情報に基づいて、所定の条件下における実績不良率及び実績能率
を算出する。
　ここで、本実施形態においては、直前又はそれまでに圧延された製品の特性が、続いて
製造される製品に与える影響に着目して、製造ロットを作成する。そのため、式（１－１
）～（１－４）及び（２）並びに（３）に示すように、製造順序が連続する２つの製品間
の特性の関係や、それまでに連続して製造された製品間の特性の関係を条件として、実績
不良率Ｐ１～Ｐ４及びそれらのトータルの実績不良率Ｐ並びに実績能率Ｑを求める。
【００５２】
　　　P1((W1, K1),…,(Wn, Kn)) = Pr(L1 | (W1, K1),…,(Wn, Kn) ) 　…（１－１）
　　　P2((Tn-1, Kn-1),(Tn, Kn)) = Pr(L2 | (Tn-1, Kn-1),(Tn, Kn) ) 　…（１－２）
　　　P3((Tn-1, Kn-1),(Tn, Kn)) = Pr(L3 | (Tn-1, Kn-1),(Tn, Kn) ) 　…（１－３）
　　　P4(Rn, Kn) = Pr(L4 | Rn, Kn) 　…（１－４）
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　　　P = P1 + P2 + P3 + P4　　…（２）
ここで、Ｗｉはｉ番目に圧延された圧延材の製品幅であり、Ｋｉはｉ番目に圧延された圧
延材の鋼種であり、Ｔｉはｉ番目に圧延された圧延材の製品厚であり、Ｒｉは1～ｉ番目
に圧延された圧延材の総圧延長である。
【００５３】
　式（１－１）において、Ｐ１は、製品の幅と鋼種がそれぞれＷ１、Ｋ１である製品(W1,
K1)から圧延を開始し、製品(Wi, Ki) (i=2,..,n-1)の圧延を経て、製品(Wn, Kn)を圧延し
たという条件の下で、板クラウン許容はずれ又は局部耳伸びの不良が発生した割合を表す
。なお、Ｌ１は、板クラウン許容はずれ又は局部耳伸び等の不良が発生した事象のことで
ある。このＰ１は、製造実績情報の内から、製品(W1, K1),…,(Wn, Kn)を続けて圧延した
場合に、ｎ番目に圧延された製品に発生した板クラウン許容はずれや局部耳伸びの発生率
（不良率）の平均値を算出することにより求められる。
【００５４】
　式（１－２）において、Ｐ２は、製品の厚と鋼種がそれぞれＴｎ－１、Ｋｎ－１である
製品(Tn-1, Kn-1)を圧延した後に、続いて製品(Tn, Kn)を圧延したという条件の下で、板
厚許容はずれの不良が発生した割合を表す。なお、Ｌ２は、板厚許容はずれの不良が発生
した事象のことである。このＰ２は、製造実績情報の内から、製品(Tn-1, Kn-1)の次に製
品(Tn, Kn)を圧延した場合に、製品(Tn, Kn)に発生した板厚許容はずれの発生率の平均値
を算出することにより求められる。
【００５５】
　式（１－３）において、Ｐ３は、製品の厚と鋼種がＴｎ－１、Ｋｎ－１である製品(Tn-
1, Kn-1)を圧延した後に、続いて製品(Tn, Kn)を圧延したという条件の下で、材質はずれ
の不良が発生した割合を表す。なお、Ｌ３は、材質はずれの不良が発生した事象のことで
ある。Ｐ３は、製造実績情報の内で、製品(Tn-1, Kn-1)の次に製品(Tn, Kn)を圧延した場
合に、製品(Tn, Kn)に発生した材質はずれの発生率の平均値を算出することにより求めら
れる。
【００５６】
　式（１－４）において、Ｐ４は、総圧延長がＲｎとなる鋼種Ｋｎの製品を圧延したとい
う条件の下で、製品の表面性状が荒れる不良が発生した割合を表す。なお、Ｌ４は、製品
の表面性状が荒れる不良が発生した事象のことである。Ｐ４は、ロール替えから上記総圧
延長がＲｎとなる鋼種Ｋｎの製品の圧延までに圧延された、鋼種がＫｘである製品ｘの圧
延長をＲｘとするとき、次式（１－４’）によって算出される。式（１－４’）において
は、直前に圧延された製品ほど不良が発生する確率の重みが大きくなるように、加重平均
を求める形式となっている。これにより、圧延が進むことによるロール表面の肌あれに加
えて、肌あれの回復も考慮することができる。
【数１】

【００５７】
　一方、ｎ番目に圧延された製品の実績能率Ｑ（ｎ）は次式（３）によって求められる。
　　　Q(n,n-1) = Average  q((Tn-1, Wn-1, ln-1, Kn-1),(Tn, Wn, ln, Kn))　…（３）
　Ｑ（ｎ，ｎ－１）は、厚、幅、長さ、及び鋼種がそれぞれＴｎ-１、Ｗｎ－１、ｌｎ－

１、ｋｎ－１である製品(Tn-1, Wn-1, ln-1, Kn-1)の後に、厚、幅、長さ、及び鋼種がそ
れぞれＴｎ、Ｗｎ、ｌｎ、Ｋｎである製品(Tn, Wn, ln, Kn)を圧延した場合における製品
(Tn, Wn, ln, Kn)の能率ｑ（生産された質量／生産に要した時間）の平均値を求めること
により算出される。
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【００５８】
　次に、ステップＳ４において、条件付期待値算出部１４は、ステップＳ３において算出
された実績不良率Ｐ１～Ｐ４及び実績能率Ｑを用いて、製造ロットデータベース２から読
み込まれた製造ロットに含まれる全製品に対する期待不良率及び期待能率を算出する。
【００５９】
　次式（４－１）～（４－４）及び（５）は、期待不良率を算出するための式である。
　　　EP1(x) = P1((W1, K1),…,(Wx, Kx) ) 　…（４－１）
　　　EP2(x) = P2((Tx-1, Kx-1),(Tx, Kx) ) 　…（４－２）
　　　EP3(x) = P3((Tx-1, Kx-1),(Tx, Kx) ) 　…（４－３）
　　　EP4(x) = P4(Rx, Kx) 　…（４－４）
　　　EP(x) = E1(x) + E2(x) + E3(x) + E4(x) 　…（５）
ここで、ＥＰ１は、製品ｘに対して板クラウン許容はずれ又は局部耳伸びによる不良発生
が予測される確率（期待不良率）である。また、ＥＰ２は、製品ｘに対して板厚許容はず
れによる不良発生が予測される確率である。ＥＰ３は、製品ｘに対して材質はずれによる
不良発生が予測される確率である。ＥＰ４は、製品ｘに対して表面性状荒れによる不良発
生が予測される確率である。さらに、ＥＰ（ｘ）は、製品ｘに対して不良発生が予測され
るトータルの確率である。
【００６０】
　一方、期待能率は、次式（６）によって求められる。
　　　EQ(x)=Q(x, x-1) 　…（６）
ここで、ＥＱ（ｘ）は、製品ｘに対して予測される能率（期待能率）である。
【００６１】
　条件付期待値算出部１４は、ステップＳ３において算出された実績不良率Ｐ１～Ｐ４及
び実績能率Ｑの内から、製品の特性（厚さ、幅、長さ、及び鋼種）の関係が共通する実績
不良率及び実績能率を抽出し、それらの値を上式（４－１）～（４－４）及び（５）に代
入することにより、製品ｘに関する期待不良率ＥＰ１（ｘ）～ＥＰ４（ｘ）及び期待能率
ＥＱ（ｘ）を求める。
【００６２】
　次に、ステップＳ５において、判定部１５は、オペレータによって入力された製造ロッ
ト判定条件が満たされるか否かを判定する。即ち、判定部１５は、「ステップＳ３～Ｓ５
の繰返し回数が、演算最大繰り返し回数Ｎ以下」であり、且つ、製造ロットに含まれる全
ての製品について、「ステップＳ４において算出された期待不良率ＥＰ（ｘ）が期待不良
率の最大許容値ＰＭＡＸ以上である、または、ステップＳ４において算出された期待能率
ＥＱ（ｘ）が期待能率の最小許容値ＱＭＩＮ以下である」とき、製造ロット判定条件が満
たされないと判断し、ステップＳ６に進む。
【００６３】
　ステップＳ６において、修正部１６は、製造ロットの修正を行う。ここで、製造ロット
に含まれる製品の内で、期待不良率が許容値Ｐ以上、または、期待能率が許容値Ｑ以下で
ある製品を製品Ａと呼ぶ。修正部１６は、製造ロットの内から製品Ａを抽出してその製造
順序を変更し、変更後の製造ロット情報を条件付期待値算出部１４に出力する。
【００６４】
　条件付期待値算出部１４は、変更後の製造ロットについて、製造ロットに含まれる全製
品に対する期待不良率及び期待能率を算出する（ステップＳ４）。次いで、判定部１５は
、製造ロット判定条件に基づいて、変更後の製造ロットを確定するか否かを判定する（ス
テップＳ５）。判定部１５において、変更後の製造ロットが製造ロット判定条件を満たさ
ないと判定されると、修正部１６は、再び、製造ロットに含まれる製品の内で、期待不良
率が許容値Ｐ以上、または、期待能率が許容値Ｑ以下である製品を抽出し、その製品の製
造順序を変更する（ステップＳ６）。
【００６５】
　このようなステップＳ４～Ｓ６における探索は、製造ロットに含まれる全ての製品につ
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いて、期待不良率が許容値Ｐ未満、且つ、期待能率が許容値Ｑより大きくなるか、又は、
ステップＳ４～Ｓ６の繰り返し回数が演算最大繰り返し回数Ｎに至るまで繰り返される。
その際、ステップＳ６における製品Ａの製造順序の探索は、どのような方法で行っても良
い。例えば、製品Ａを製造ロットの最初から順次挿入することにより全探索しても良いし
、反対に、製造ロットの最後から逆順に挿入することにより全探索しても良い。或いは、
製品Ａの製造順序を隣接する（即ち、直前又は直後の）製品の製造順序と入れ替えるよう
にしても良い。
【００６６】
　一方、ステップＳ５において、製造ロット判定条件が満たされると判定されると、ステ
ップＳ７において、出力部１７は、確定した製造ロットや、条件付期待値算出部１４にお
ける演算結果を出力し、図６に示すように、全製品の期待不良率及び期待能率をモニタ７
の画面に表示させる。
【００６７】
　また、ステップＳ８において、書込部１８は、確定した製造ロットを製造ロットデータ
ベース２に書き込む。
　このようにして作成された製造ロットは、双方向バス５を介して各プロセスに置かれて
いる製造管理コンピュータ２００に送られる。製造プロセスの現場では、この製造ロット
の順序どおりに製品が製造される。
【００６８】
　以上説明したように、本実施形態によれば、製造実績情報に基づいて期待不良率及び期
待能率を求めるので、経験の積み重ねによって見出された制約条件に束縛されることなく
、柔軟に、製造ロットを作成することができる。また、期待不良率及び期待能率に基づい
て製品の並び順の適否を判定し、これらの値が期待不良率の最大許容値ＰＭＡＸや期待能
率の最小許容値ＱＭＩＮを満足しない場合には、並び順を繰り返し探索するので、製品の
品質を確保しつつ生産性全体を向上できる製造ロットを作成することが可能となる。更に
、予め演算最大繰り返し回数Ｎを設定しておくことにより、許容時間等の与えられた条件
内で最適化された並び順を探索することができる。
【００６９】
　なお、本実施形態においては、製造ロットデータベース２及び製造実績データベース３
から製造ロット情報及び製造実績情報をそれぞれ読み込まれた情報に基づいて演算を行っ
ているが、これらの情報を取得する方法はこれに限定されない。例えば、記憶媒体に格納
された情報を読み込んだり、メールに添付された情報を読み込むことにより、製造ロット
情報や製造実績情報を取得するようにしても良い。
【００７０】
　また、本実施形態においては、ステップＳ４～Ｓ６における探索の結果、確定した製造
ロットをモニタ７に表示しているが、モニタ７に表示するタイミングはこれに限定されな
い。例えば、ステップＳ４における演算後に、そのときの（即ち、探索中の）製造ロット
や期待不良率及び期待能率の演算結果をモニタ７に表示しても良いし、ステップＳ５にお
ける判定後の製造ロット並びに演算結果を、製造ロット判定条件を満たすか否かによらず
、モニタ７に表示するようにしても良い。さらに、モニタ７に表示された製造ロット及び
演算結果に基づいて、オペレータが、探索を継続するか否かをマニュアルで判定するよう
にしても良い。
【００７１】
　さらに、本実施形態においては、ステップＳ３において実績不良率及び実績能率を算出
したが、これらの値を予め算出してデータベースに格納しておいても良い。
【００７２】
　また、本実施形態においては、製造順序が連続する２つの製品の特性に基づいて、実績
不良率及び能率を算出しているが、製造順序が連続する３つ以上の製品の特性に基づいて
、これらの値を算出しても良い。
【００７３】



(13) JP 5471725 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

（実施例）
　本発明に係る製造ロット作成方法の具体的な実施例を、図５及び図７～図１３を参照し
ながら説明する。
　まず、ステップＳ１において、製造ロット判定条件として、期待不良率の最大許容値Ｐ

ＭＡＸ＝３０％、期待能率の最小許容値ＱＭＩＮ＝６００ｔｏｎ／ｈが設定される。なお
、本実施例においては、演算最大繰り返し回数Ｎを非常に大きい整数とし、上記期待不良
率の最大許容値及び期待能率の最小許容値に関する条件が満足されるまで演算を繰り返す
ものとする。
【００７４】
　次に、ステップＳ２において、製造ロットデータベース２、製造実績データベース３、
及び注文情報データベース４から必要な情報が演算処理部１０に読み込まれ、注文情報に
基づく暫定的な製造ロットが作成される。図７は、図９に示す注文情報に基づいて作成さ
れた製造ロットＬ２２１に関する情報を示している。製造ロットＬ２２１において、製品
Ｐ２１１１～Ｐ２１１７の圧延順序は、初期値として製品番号順に設定されている。また
、図８は、製造実績データベース３から読み込まれた製造実績情報を示している。製造ロ
ットＬ１１１においては、製品Ｐ１１１１～Ｐ１１１６がこの順序で圧延されており、そ
の結果、図８に示す不良率が各製品に発生している。
【００７５】
　次に、ステップＳ３において、式（１－１）～（１－４）及び（３）と、図８に示す製
品情報及び製品の不良率とに基づいて、実績不良率Ｐ１～Ｐ４及び実績能率Ｑが算出され
る。それにより、次の結果が得られる。
　P1((W1=1200, K1=1), (W2=1200, K2=1)) = 1% 
　P1((W1=1200, K1=1), (W2=1200, K2=1) , (W3=1200, K3=1)) = 1% 
　P1((W1=1200, K1=1), (W2=1200, K2=1) , (W3=1200, K3=1) , (W4=1200, K4=2)) = 3% 
　…
　P2((T1=6, K1=1), (T2=6, K2=1)) = 2% 
　P2((T2=6, K2=1), (T3=6, K3=1)) = 2% 
　P2((T3=6, K3=1), (T4=6, K4=2)) = 2% 
　…
　P3((T1=6, K1=1), (T2=6, K2=1)) = (2%+2%)/2 = 2.0%
　P3((T2=6, K2=1), (T3=6, K3=1)) = (2%+3%)/2 = 2.5%
　P3((T3=6, K3=1), (T4=1.4, K4=2)) = (3%+10%)/2 = 7.5%
　…
　P4(R1 =1500, K1=1) = 4%
　P4(R2 =3000, K2=1) = 4%
　P4(R3 =4500, K3=1) = 4%
　…
　Q(2,1) = Average q((T1=6, W1=1200, l1=1500, K1=1), 
　　　　　　　　　　　(T2=6, W2=1200, l2=1500, K2=1)) = 800ton/h
　Q(3,2) = Average q((T2=6, W2=1200, l2=1500, K2=1), 
　　　　　　　　　　　(T3=6, W3=1200, l3=1500, K3=1)) = 800ton/h
　Q(4,3) = Average q((T3=6, W3=1200, l3=1500, K3=1), 
　　　　　　　　　　　(T4=1.4, W4=1200, l4=1000, K4=2)) = 800ton/h
　…
【００７６】
　次に、ステップＳ４において、式（４－１）～（４－４）及び（５）と、ステップＳ３
において算出された上記実績不良率Ｐ１～Ｐ４及び実績能率Ｑに基づいて、製品Ｐ２１１
１～Ｐ２１１７に関する期待不良率ＥＰ１～ＥＰ４及びＥＰ並びに期待能率ＥＱが算出さ
れる。それにより、図１０に示す結果が得られる。
【００７７】
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　次に、ステップＳ５において、製品Ｐ２１１１～Ｐ２１１７の各々について、期待不良
率及び期待能率が製品ロット判定条件を満たすか否か判定される。
　図１１は、図１０に示す期待不良率及び期待能率をグラフ化したものである。図１１よ
り明らかなように、製品Ｐ２１１７の期待能率（５００ｔｏｎ／ｈ）が最小許容値ＱＭＩ

Ｎ（６００ｔｏｎ／ｈ）を下回っており、製造ロット判定条件を満たさない。そのため、
ステップＳ６において、製造ロットの修正が行われる。
【００７８】
　ステップＳ６においては、製品Ｐ２１１７の圧延順序の入れ替えが行われる。本実施例
においては、製品Ｐ２１１７の圧延順序を直前の製品と入れ替えることとする。そして、
圧延順序を入れ替えた製造ロットについて、ステップＳ４の演算及びステップＳ５の判定
を行うことにより、圧延順序を探索する。
【００７９】
　図１２は、ステップＳ４～Ｓ６を２回繰り返し、製品Ｐ２１１７の圧延順序を製品Ｐ２
１１５の前に置いた場合における期待不良率及び期待能率を示している。図１２に示すよ
うに、この場合には、全ての期待不良率が３０％を下回っていると共に、全ての期待能率
が６００ｔｏｎ／ｈを上回っているので、製造ロット判定条件を満たす。
【００８０】
　ステップＳ５において、図１２に示す製造ロットが製造ロット判定条件を満たすと判断
されると、ステップＳ７において、この製造ロットの期待不良率及び期待能率を示すグラ
フ（図１３）が、モニタの画面に表示される。また、ステップＳ８において、この製造ロ
ットが、製造ロットデータベース２に書き込まれる。
【００８１】
　このようにして作成された製造ロットにおいては、不良率を勘案した能率（能率×(１
－不良率)）が、同じ厚さの製品を連続的に製造する製造ロット（図１０）における不良
率を勘案した能率よりも高くなる。即ち、より生産性の高い製造ロットを作成することが
できたと言える。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明は、製造業の生産管理において、複数の製品を製造する順序を示す製造ロットの
作成する方法、装置及びシステムにおいて利用可能である。
【符号の説明】
【００８３】
　１　製造ロット作成装置本体
　２　製造ロットデータベース
　３　製造実績データベース
　４　注文情報データベース
　５、６　双方向バス
　７　モニタ
　８　入力装置
　１０　演算処理部
　１１　入力受付部
　１２　データ読込部
　１３　条件付実績値算出部
　１４　条件付期待値算出部
　１５　判定部
　１６　修正部
　１７　出力部
　１８　書込部
　２０　記憶部
　３０　バス
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　１００　溶鋼
　１０１　連続鋳造機
　１０２　スラブ
　１０３　加熱炉
　１０４　粗圧延機
　１０５　仕上圧延機
　１０６　圧延材
　１０７　冷却機
　１０８　巻取り機
　１２１　ならし材
　１２２　広幅材
　１２３　中間幅材
　１２４　準備材
　１２５　難圧延材
　２００　製造管理コンピュータ
　３００　受注管理コンピュータ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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